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検討目的

デジタル・ディバイド解消戦略の策定に向けた取組デジタル・ディバイド解消戦略の策定に向けた取組

検討目的

ブロードバンド・ゼロ地域解消の目標年限（２０１０年度）ブロードバンド・ゼロ地域解消の目標年限（２０１０年度）
までまで残り３年残り３年 携帯電話カバーエリア人口比で９９携帯電話カバーエリア人口比で９９..８％達成８％達成

ブロードバンド 携帯電話

までまで残り３年残り３年
☞残り約１．７％（サービスエリアの世帯カバー率推計☞残り約１．７％（サービスエリアの世帯カバー率推計

による）についての基盤整備が急務による）についての基盤整備が急務

携帯電話カバ エリア人口比で９９携帯電話カバ エリア人口比で９９..８％達成８％達成

☞残り０☞残り０..２％余りの整備が急務２％余りの整備が急務

「デジタル・ディバイド解消戦略会議」※※
において、

デジタル・ディバイド解消に向けた一体的なロードマップを検討。

０７年１０月０７年１０月 ０８年３月０８年３月 ０８年６月０８年６月

※※学識経験者、地方自治体、通信事業者、関係団体等の参画を得て検討。

検討スケジュール

０７年１０月０７年１０月 ０８年３月０８年３月 ０８年６月０８年６月

報告書報告書

デジタル・ディバイド解消

第一次とりまとめ第一次とりまとめ

デジタル・ディバイド解消
“デジタル デ バイド

ロードマップ公表ロードマップ公表

報告書公表後、速やかに

戦略会議における検討戦略会議における検討

デジタル・ディバイド解消
に向けた
課題整理

デジタル ディバイド解消
に向けた

基本的視点・具体的施策
の整理

デジタル ディバイド解消
に向けた

具体的プラン
のとりまとめ

“デジタル・ディバイド
解消戦略“
の公表

各総合通信局等を通じた
地域実態調査の実施

各都道府県のロードマップ
（０８年３月改定）を基に、
地域の実情に即した
具体的プランを検討

平成２１年度予算要求
に

反映
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2デジタル・ディバイド解消戦略会議報告書（デジタル・ディバイド解消戦略会議報告書（0808年年66月）月）

１．デジタル・ディバイド解消の意義１．デジタル・ディバイド解消の意義

２．デジタル・ディバイド解消に向けた基本的視点２．デジタル・ディバイド解消に向けた基本的視点

●各地域ブロックごとの実態調査(07年9月)を基に地方の抱える課題を整理■■ 地方の抱える課題地方の抱える課題

■■ 基本的視点基本的視点 ① 「合わせ技」プロジェクトの組成推進
② インフラ整備と公共的アプリケーション整備の一体的推進
③ 新技術 活 等 る携帯電話 整備 推進

■■ 整備主体と役割分担整備主体と役割分担 ● 民間主導原則の維持
● 地方公共団体に対する支援策の拡充等の必要性

③ 新技術の活用等による携帯電話のエリア整備の推進
④ 地域特性に応じた支援策の検討
⑤ 関係機関の連携強化

■■ 整備目標整備目標 ● ブロードバンド基盤----２０１０年度にブロードバンド・ゼロ地域の解消
（超高速ブロードバンドの世帯カバー率を９０％以上に）

３．デジタル・ディバイド解消に向けた具体的施策３．デジタル・ディバイド解消に向けた具体的施策

（超高速ブロ ドバンドの世帯カバ 率を９０％以上に）

● 携帯電話------新たな整備目標の具体化の必要性

●「合わせ技」プロジェクトの推進
・「ブロードバンド基盤」、「携帯電話エリア整備」等の一体的整備の推進
・光ファイバ網整備と新無線技術（WiMAX、高出力無線LAN）の組み合わせ■■ ブロードバンド基盤の整備ブロードバンド基盤の整備

■■ 超高速ブロードバンド基盤の整備超高速ブロードバンド基盤の整備 ● 通信事業者による加入者系光ファイバ網整備推進
● 地方公共団体による光ファイバ網整備の推進及びその有効活用
● 網の超高速ブ ドバ ド化の推進

・ランニングコスト（運営経費）への支援
● 衛星ブロードバンドの利用環境の整備

一
体
的

一
体
的

■■ 携帯電話の不感地帯の解消携帯電話の不感地帯の解消
● 補助事業の拡充 ● フェムトセルの導入促進
● 新技術の開発等 ● ふるさとケータイ事業の推進

● ＣＡＴＶ網の超高速ブロードバンド化の推進

■■ 基盤整備と利活用の一体的推進基盤整備と利活用の一体的推進

的
推
進

的
推
進

４．デジタル・ディバイド解消に向けたフォローアップ体制４．デジタル・ディバイド解消に向けたフォローアップ体制

●「デジタル・ディバイド解消戦略」の策定
●「デジタル・ディバイド解消戦略推進本部（仮称）」の開催（フォローアップ体制の確立）
● 各総合通信局等における相談窓口の明確化
● ブロードバンド、地デジ等のそれぞれの推進体制の連携強化・情報共有

■■ 地域情報化アドバイザーの活用地域情報化アドバイザーの活用
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ブロードバンドの整備状況 3

2010年度2007年3月末2006年3月末 2008年3月末

サービスエリアの世帯カバー率（推計）

ブ ドバ ド ブロードバンド・

目標
2007年3月末
（平成19年3月末）

93 9％

2006年3月末
（平成18年3月末）

95 2％ 98 3 ％

2008年3月末
（平成20年3月末）

●IT新改革戦略
（2006.1.19 IT戦略本部）

●次世代ブ ドバ ド戦略

ブロードバンド ブロ ドバンド
ゼロ地域の解消

93.9％
（4,733万世帯）※１

95.2％
（4,863万世帯）※２

98.3 ％
（5,083万世帯）※3

（注）

●次世代ブロードバンド戦略２０１０
（2006.8.11 総務省）

超高速
ブロードバンド 90％79.7％

(4 015 )
83.5％

(4 268 )
86.5％

（4 471 ）
ブ ド ンド

（ＦＴＴＨ）
90％(4,015万世帯)※１ (4,268万世帯)※２ （4,471万世帯）※3

●次世代ブロードバンド戦略２０１０
（2006.8.11 総務省）

※１ 2000年（平成12年）国勢調査の世帯数及び2005.3末現在の住民基本台帳に基づく総世帯数（5,038万世帯）より推計
※２ 2000年（平成12年）国勢調査の世帯数及び2006.3末現在の住民基本台帳に基づく総世帯数（5,110万世帯）より推計
※３ 2005年（平成17年）国勢調査の世帯数及び2007.3末現在の住民基本台帳に基づく総世帯数（5,171万世帯）より推計

（注） ブロードバンド・サービスについて、事業者情報等から、原則町丁目字単位での利用可能の有無を区分し、国勢調査及び住民基本台帳の
世帯数（※1 ※3）を踏まえサ ビスエリアの世帯カバ 率を推計 ただし ＡＤＳＬについては サ ビスエリア内であ ても 収容局からの世帯数（※1～※3）を踏まえサービスエリアの世帯カバー率を推計。ただし、ＡＤＳＬについては、サービスエリア内であっても、収容局からの
距離が概ね4kmを超える地区については信号の減衰が大きく実用に適しないことから利用可能とせず、世帯カバー率の推計を行っている。
なお、2006年3月末及び2007年3月末については、都道府県ごとにブロードバンド・サービスの種別（ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ、ケーブルインターネット

等）で最も整備が進んでいる種別の世帯カバー率を「ブロードバンド」の世帯カバー率としていたが、2008年3月末のものからは、いずれかの
ブロードバンド・サービスが整備されている地域の世帯カバー率を「ブロードバンド」の世帯カバー率としている。
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ブロードバンド・ゼロ地域解消に向けた基本的考え方ブロードバンド・ゼロ地域解消に向けた基本的考え方 4

ブロードバンド全国整備
に向けた

都道府県 ド プ

都道府県ロードマップ
を着実に実施する

２０１０年度末までに

ブロードバンドゼロ地域都道府県ロードマップ
（０８年３月改定）

整備予定地域

を着実に実施する
ための施策展開

ブロ ドバンドゼロ地域
を解消

整備予定地域

(a)整備詳細を計画中
計画に基づき

ブロードバンド基盤整備

(b)整備を検討中

が
確実に実現するよう

所要の措置
➢具体的な施策展開

( )
➢推進体制による
フォローアップ

(c)具体的整備予定の
ない地域

衛星ブロードバンド回線
の整備

各地域ごとに各地域ごとに
衛星ブロードバンド環境を整備
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ブロードバンド・ゼロ地域解消に関する整備計画ブロードバンド・ゼロ地域解消に関する整備計画 5

■全体の整備費用は約９１０～２，１８０億円（注１、２） 。

計画・整備状況 整備対象地域数 整備対象施設 整備対象世帯数 整備費用

整備詳細を計画中 約４４０地域

ＦＴＴＨ、CATV、DSL等 約４０万世帯 約７３３～１，６２０億円

(a) 整備詳細を計画中 約４４０地域

衛星 約０．１万世帯 約２～３億円

無線 約３万世帯 約３０～６６億円

(a)

(ｂ) 整備を検討中 約８１０地域
２００８年度に

整備完了が確実
約８万世帯 約１２７億円

小計
約１ ２５０地域 約５１万世帯 約８９０～１ ８２０億円

(ｂ)

（整備予定地域）
約１，２５０地域 約５１万世帯 約８９０～１，８２０億円

具体的

整備予定のない地域
約１，５５０地域 約３５万世帯 約１６～３５７億円(ｃ)

合計 約２，８００地域 約８６万世帯 約９１０～２，１８０億円

(注1）「ブロードバンド全国整備に向けた都道府県ロードマップ」（０８年３月改定）を基に試算(注1）「ブロ ドバンド全国整備に向けた都道府県ロ ドマップ」（０８年３月改定）を基に試算。

（注2）整備費用は、あくまで試算値。であり、①実際には必ずしも全世帯においてブロードバンドを利用することまで想定されないこと、②今後、ＷｉＭＡＸや衛星等の新たなサービスの

普及等により、これらによる整備費用も低廉になっていくことが想定されること、③今後の技術革新等を踏まえ地域の実情に応じた多様な整備手法が登場することが想定される
こと等から、全体としての整備費用も低下していくことが考えられる。
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携帯電話サービスエリアの現状携帯電話サービスエリアの現状

外人

6

＜エリア外人口＞

2006年度末 2008年度末(目標)2006年度当初 2007年度末

注）政府方針（重点計画）は 条件不利地域を基準に目標を定めている

39.6万人（1.2％）

41.6万人（0.3％）

32.3万人以下52.3万人(1.7％)うち条件不利地域

38.0万人以下58.0万人(0.5％)全 国 29.7万人（0.2％）

28.6万人（0.9％）

＜重点計画２００７（平成１９年７月２６日ＩＴ戦略本部決定）（抄）＞

注）政府方針（重点計画）は、条件不利地域を基準に目標を定めている

通信事業者において携帯電話の利用可能地域の拡大を進めるほか、移動通信用鉄

塔施設整備事業または無線システム普及支援事業を活用し、2006年度から2008年
度末までの間に過疎地域等の条件不利地域において 新たに20万人以上が携帯電度末までの間に過疎地域等の条件不利地域において、新たに20万人以上が携帯電

話を利用可能な状態とする。

2007年度末において重点計画2007の政府目標を１年前倒しで達成

2008年度を起点とした新たな計画による整備促進
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7携帯電話のエリア整備計画（試算）携帯電話のエリア整備計画（試算）

国庫補助事業等を活用しつつ約国庫補助事業等を活用しつつ約2020万人の早期解消万人の早期解消

➢携帯電話のサービスエリア外の居住人口は約30万人（０７年度末推計）。

国庫補助事業等を活用しつつ約国庫補助事業等を活用しつつ約2020万人の早期解消万人の早期解消

既存施策の延長では約既存施策の延長では約1010万人の解消が困難の見込み万人の解消が困難の見込み
１㎢あたり10世帯未満の超小規模世帯地域で、山間部に世帯が点在したり、伝送路が確保困難など、 既存施策の延長では対応が極めて困難

⇒⇒既存施策の延長では解消困難な約既存施策の延長では解消困難な約1010万人の解消に向けた新技術の開発・実証実験の実施万人の解消に向けた新技術の開発・実証実験の実施

また、利用可能な生活空間の拡大に向け、鉄道トンネルや道路トンネルにおける遮へい対策を推進また、利用可能な生活空間の拡大に向け、鉄道トンネルや道路トンネルにおける遮へい対策を推進

報告書を踏まえ、速やかに新たな整備目標を策定すべき報告書を踏まえ、速やかに新たな整備目標を策定すべき

➢当該地域のエリア整備に要する費用を一定の前提条件の下で大まかに試算したところ、

●基地局整備費用は約2,700億円～約3,300億円

●伝送路整備費用は年間約300億円～450億円

【前提条件】
・居住地域におけるエリア外メッシュは約9,000（１メッシュ＝１㎢）
・20万人解消の施設整備費単価は約5,000万円、簡易型基地局・中継局等の整備費用は約2,000万円～3,000万円と仮定
・伝送路費用は、年間約500万円、簡易型基地局等については年間約250万円～500万円と仮定

（注）実際には個別整備箇所の実情や今後の新技術の開発・実証実験の動向を踏まえた詳細な検討が必要。また、整備費用のすべてについて公的支援を前提にし

ているものではない。なお、今後は、新技術の開発等により経済的な整備方法が実現すること等が期待されることから、これまでに比べ整備費用が低下していく
ことも考えられる。



8
8

参 考 資 料参 考 資 料
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9デジタル・ディバイド解消に向けた整備目標デジタル・ディバイド解消に向けた整備目標

ブロードバンド基盤の整備ブロードバンド基盤の整備 携帯電話エリアの整備携帯電話エリアの整備ブロ ドバンド基盤の整備ブロ ドバンド基盤の整備

現在の整備目標現在の整備目標

① 2010年度までにブロードバンド・ゼロ地域を解消
ＩＴ新改革戦略（2006年1月 ＩＴ戦略本部）

残りのエリア外人口約残りのエリア外人口約3030万人の解消に万人の解消に
向けた取組を推進向けた取組を推進

携帯電話エリアの整備携帯電話エリアの整備

ＩＴ新改革戦略（2006年1月 ＩＴ戦略本部）

② 2010年度までに超高速ブロードバンドの世帯カバー率90%以上
次世代ブロードバンド戦略2010（2006年8月 総務省）

国庫補助事業等を活用しつつ約国庫補助事業等を活用しつつ約2020万人の万人の
早期解消早期解消

20102010年度までの整備目標についての考え方年度までの整備目標についての考え方

サービス供給が先にありきの考え方ではなく、遠隔医療等の公共アプリの利活用
を促進し、需要を創出しながらこれに対応していくという考え方の下で整備を推進

早期解消早期解消

既存施策の延長では約既存施策の延長では約1010万人の解消が万人の解消が
困難の見込み困難の見込み
１㎢あたり10世帯未満の超小規模世帯地域で、山
間部に世帯が点在したり 伝送路が確保困難など

「ブロードバンド・ゼロ地域の解消」について「ブロードバンド・ゼロ地域の解消」について

「ブロードバンド」の対象
技術革新の反映技術革新の反映

間部に世帯が点在したり、伝送路が確保困難など、
既存施策の延長では対応が極めて困難

⇒⇒既存施策の延長では解消困難な約既存施策の延長では解消困難な約1010万人万人
の解消に向けた新技術の開発・実証実験のの解消に向けた新技術の開発・実証実験の
実施実施

ＡＤＳＬＡＤＳＬ

ＣＡＴＶＣＡＴＶ

ＦＴＴＨＦＴＴＨ

各種ワイヤレス各種ワイヤレス
ブロードバンドブロードバンド

システムシステム

３３..５Ｇ携帯電話等５Ｇ携帯電話等 衛星衛星

今後個人を対象としたサービス提供の今後個人を対象としたサービス提供の
実現・普及に向けた利用環境を整備実現・普及に向けた利用環境を整備

FWAFWA

実施実施

また、利用可能な生活空間の拡大に向け、また、利用可能な生活空間の拡大に向け、
鉄道トンネルや道路トンネルにおける遮へい鉄道トンネルや道路トンネルにおける遮へい
対策を推進対策を推進

ＣＡＴＶＣＡＴＶ

「超高速ブロードバンドの世帯カバー率「超高速ブロードバンドの世帯カバー率90%90%以上」について以上」について

現時点で想定されるブロードバンド需要を念頭に置き、当面、下り帯域の超高速
化 重点

FWAFWA

報告書を踏まえ、速やかに新たな整備目標報告書を踏まえ、速やかに新たな整備目標
化に重点

光アクセス回線や無線網など、地域の実情に応じた多様なアクセス回線を活用

報告書を踏まえ、速やかに新たな整備目標報告書を踏まえ、速やかに新たな整備目標
を策定すべきを策定すべき
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10デジタル・ディバイド解消に向けた具体的施策デジタル・ディバイド解消に向けた具体的施策(1) (1) 

１ ブロードバンド基盤の整備１ ブロードバンド基盤の整備 ２ 超高速ブロードバンド基盤の整備２ 超高速ブロードバンド基盤の整備１．ブロ ドバンド基盤の整備１．ブロ ドバンド基盤の整備 ２．超高速ブロ ドバンド基盤の整備２．超高速ブロ ドバンド基盤の整備

(1) (1) 「合わせ技」プロジェクトの推進「合わせ技」プロジェクトの推進

（ａ） 「ブロードバンド基盤」、「携帯電話エリア整備」、「地上デジタル

(1) (1) 通信事業者による加入者系光ファイバ網整備推進通信事業者による加入者系光ファイバ網整備推進

特に条件不利地域における整備を推進するため、通信事業者（ａ） ブロ ドバンド基盤」、 携帯電話エリア整備」、 地上デジタル
放送」及び「防災情報基盤」等の一体的整備推進への支援

（ｂ） 光ファイバ網整備と新無線技術（ＷｉＭＡＸ、高出力無線ＬＡＮ等）
を組み合わせたブロードバンド基盤整備推進への支援

（ ） ランニング スト（運営経費） の支援

特に条件不利地域における整備を推進するため、通信事業者
による加入者系光ファイバ網整備を支援

(2) (2) 地方公共団体による光ファイバ網整備の推進及びその地方公共団体による光ファイバ網整備の推進及びその
有効活用有効活用

（ｃ） ランニングコスト（運営経費）への支援

(2)(2) 衛星ブロードバンドの利用環境の整備衛星ブロードバンドの利用環境の整備

効効

地方公共団体による光ファイバ網整備を支援

「地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網の電気通信事
業者への開放に関する標準手続き」の周知徹底

地方 共団体が整備 保有する光 イバ網 状況を毎年調
(2) (2) 衛星ブロ ド ンドの利用環境の整備衛星ブロ ド ンドの利用環境の整備

他のブロードバンド基盤整備が困難な地域での利用環境整備を支援

今後個人を対象としたサービス提供の実現・普及に向けた利用環境
を整備

地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網の状況を毎年調
査・公表することにより開放を一層促進

公設民営方式の活用を推進するため、地方公共団体の維持
管理費用等の負担のあり方を検討

を整備

○ 利用者直接受信型→衛星関連施設整備への支援
○ 拠点一括受信型→中継系回線となる衛星回線の使用料への支援

ブロードバンド・ゼロ地域を対象とした衛星ブロードバンドのモデル事

(3) (3) ケーブルテレビ網の超高速ブロードバンド化の推進ケーブルテレビ網の超高速ブロードバンド化の推進

ケーブルテレビ網の超高速ブロードバンド化への支援

DOCSIS3 0等の新技術に関する調査研究等の実施ブロ ドバンド ゼロ地域を対象とした衛星ブロ ドバンドのモデル事
業等の実施

DOCSIS3．0等の新技術に関する調査研究等の実施
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11デジタル・ディバイド解消に向けた具体的施策デジタル・ディバイド解消に向けた具体的施策(2) (2) 

３ 携帯電話の不感地帯の解消３ 携帯電話の不感地帯の解消 ４ 基盤整備と利活用の 体的推進４ 基盤整備と利活用の 体的推進３．携帯電話の不感地帯の解消３．携帯電話の不感地帯の解消 ４．基盤整備と利活用の一体的推進４．基盤整備と利活用の一体的推進

(1) (1) 補助事業の拡充補助事業の拡充

国庫補助率の引き上げ（１／２→２／３）による地方公共団体と民

基盤整備支援と利活用支援との「合わせ技」をメニュー化し推進

基盤整備支援と利活用支援の「合わせ技」にかかるマニュアル、国庫補助率の引き上げ（１／２→２／３）による地方公共団体と民
間事業者の負担軽減（2008年度から）。今後とも支援拡充を検討

採択基準（基地局整備費3千万円以上）の廃止等国庫補助事業
の運用改善（2008年度から）。今後増加が見込まれる小規模地
域のエリア整備を促進

基盤整備支援と利活用支援の「合わせ技」にかかるマニュアル、
事例集を作成、普及

域のエリア整備を促進

(2) (2) 新技術の開発等新技術の開発等

条件的に極めて厳しい地域における リア整備に資するよう

５．地域情報化アドバイザーの活用５．地域情報化アドバイザーの活用

「地域情報化アドバイザー派遣制度」の積極的活用、支援の拡充
条件的に極めて厳しい地域におけるエリア整備に資するよう、
経済的な簡易型基地局等の新技術の開発を推進

2010年度を目標として整備が進められているブロードバンド網整
備との連携

「地域情報化アドバイザー派遣制度」のメンバーに、基盤整備に
係るアドバイザーを増員

地域プロジェクトを推進する際、「地域情報化アドバイザー」ととも
に、総合通信局の担当者、地域の推進体制が連携してサポート
できる仕組みを構築

(3) (3) フェムトセルの導入促進フェムトセルの導入促進

2008年4月、フェムトセルの法制上の取扱いについて方針を策
定・公表。当該制度整備を2008年中の可能な限り早期に完了 ６６..フォローアップ体制フォローアップ体制定 公表。当該制度整備を2008年中の可能な限り早期に完了

(4) (4) ふるさとケータイ事業の推進ふるさとケータイ事業の推進

ふるさとケータイ事業の登場を促すための所要の支援策等を検

６６..フォロ アップ体制フォロ アップ体制

デジタル・ディバイド解消戦略の策定・フォローアップ体制の確立

各総合通信局等における相談窓口の明確化

ブロードバンド、地デジ等のそれぞれの推進体制の連携強化・情
討

、 デジ等 そ ぞ 推進体制 連携強 情
報共有
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各種支援スキームの組み合わせ等により、地域の実情に応じ、効率的に整備各種支援スキームの組み合わせ等により、地域の実情に応じ、効率的に整備

「合わせ技」のイメージ「合わせ技」のイメージ

《ブロードバンド基盤整備》 携帯電話等エリア整備事業携帯電話等

これからの取組これからの取組従来従来

インターネット

加入者宅

ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶ、ＦＷＡ等

①

インターネット

加入者宅

《ブロ ドバンド基盤整備》 携帯電話等エリア整備事業
による整備費用支援

携帯電話等
基地局施設等

加入者宅

加入者宅収容局

①

ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶ、ＦＷＡ等

加入者宅

加入者宅収容局

地域情報通信基盤整備推進交付金による整備費用支援
地域情報通信基盤整備推進交付金による整備費用支援

ブロードバンドサービス

②

《携帯電話等のエリア整備》

インターネット

加入者宅
携帯電話等
基地局施設

ブロードバンドサービスブロードバンドサービス携帯電話等エリア整備支援事業による支援

携帯電話等エリア整備支援事業による支援

ブ ド ンドサ ビス
との鉄塔共用化

携帯電話
交換局等

携帯電話等
基地局施設

加入者宅

加入者宅
収容局

伝送路施設
伝送路施設

交換局等 局施設

使用料支援

整備費用支援

使用料支援
整備費用支援
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《利用者直接受信型》

衛星ブロードバンドの形態衛星ブロードバンドの形態

《利用者直接受信型》

インタ ネ ト
衛星回線

インターネット

地球局

《拠点一括受信型》 ブロードバンド・サービス提供対象地域

地球局衛星回線
インターネット

ＡＤＳＬ ＦＴＴＨ

地球局

ＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ
無線等
（※自治体等が整備）

ブロードバンド・サービス提供対象地域
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14デジタル・ディバイド解消戦略会議デジタル・ディバイド解消戦略会議 構成員構成員

黒川 和美 法政大学大学院 政策創造研究科教授【座長】

髙畑 文雄 早稲田大学理工学術院教授【座長代理】

高橋 伸子 生活経済ジャーナリスト

富樫 敦 宮城大学事業構想学部デザイン情報学科教授

学識経験者学識経験者

三友 仁志 早稲田大学教授（APPLICブロードバンド全国整備促進WG主査）

八嶋 弘幸 東京理科大学教授（ APPLICブロードバンド全国整備促進WG構成員）

北海道（ＡＰＰＬＩＣブロードバンド全国整備促進ＷＧ副主査）地方公共団体地方公共団体
岩手県（APPLICブロードバンド全国整備促進WG副主査）

秋田県

栃木県

新潟県（APPLICブロードバンド全国整備促進WG構成員）

地方公共団体地方公共団体

和歌山県（ＡＰＰＬＩＣブロードバンド全国整備促進ＷＧ副主査）

徳島県

佐賀県

長崎県

ＮＴＴ東日本
ＮＴＴ西日本
ＫＤＤＩ

鹿児島県（ＡＰＰＬＩＣブロードバンド全国整備促進ＷＧ副主査）

ＮＴＴドコモ
ウィルコム
イ モバイル

電気通信事業者等電気通信事業者等

ＫＤＤＩ
ソフトバンク
ケイオプティコム
ＪＳＡＴ
宇宙通信

イーモバイル
（社）移動通信基盤整備協会
（社）電波産業会

宇宙通信
(社)日本ケーブルテレビ連盟
（財）全国地域情報化推進協会


